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１．令和７年度フォローアップ調査結果（概要）

・調査期間：令和７年10月14日～12月5日

・調査企業：（一社）日本鋳鍛鋼会の会員企業48社を対象

・回答企業：38社

・回答率：79.2％
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２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ①価格の決定方法

【課題を踏まえた今後のアクション】

・取適法やガイドライン、自主行動計画に関し、各企業への周知徹底を継続
し、合理的な価格決定へ向け、次年度フォローアップ調査での改善を目指
す。

・労務費の変動の価格反映については、更なる改善を目指して、「労務費の
適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を企業に利用してもらうため、
担当者を含め、経営者層にも理事会・総会その他会議を通じて、再度の周
知徹底を行う。
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２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ②支払条件
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【課題を踏まえた今後のアクション】

・代金の現金払い化または電子債権（60日以内支払い）は取適法施行後に達成で
きる予定だが、電子債権利用者も多く、すべて現金払い化の達成へ向けて、会
員企業へ取適法やガイドライン等の周知徹底を図る。





２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組③減額要請

【課題を踏まえた今後のアクション】

・原価低減要請を行わない割合は高いものの、要請する際は協議実施や発注
量増加に関するコストの明確化や業務協力などを行う形を取適法やガイド
ラインを基に周知徹底する。
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２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ④型取引

【課題を踏まえた今後のアクション】

・型保管費用や廃棄費用については、取適法により対策が強化されたことから、
従来のガイドラインや型管理アクションプランなども含め、積極的に利活用し
てもらうよう周知徹底を図る。

10









３．取引適正化に向けた今後の取組

【今後の取組】
・課題共有と適正取引の推進のため、取適法、自主行動計画及び徹底プランの
普及、会員企業同士の意見交換会を、令和７年度中に１６回実施予定。
・発注側としての立場としても取引適正化へ向け、適正取引月間やガイドライ
ンの取り組み等を会員企業に周知徹底を図る。
・素形材企業同士ではなく、機械メーカーなどの需要産業への本趣旨の理解向
上へ向けて、素形材団体全体で意見交換等をすることが重要。
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